
周産期母子医療センター運営事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は、総合的な周産期医療体制を整備し、安心して子どもを生み育

てることができる環境づくりの推進を図るため、周産期母子医療センターの

運営事業を行う医療機関に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、和歌山県補助金等交付規則（昭和６２年和歌山県規則

第２８号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。

（補助事業）

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、公立大学法人和歌山県立医科大学

が行う総合周産期母子医療センターの運営事業及び公立紀南病院組合が行う

地域周産期母子医療センターの運営事業とする。

（交付の補助対象経費及び補助率）

第３条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助率は、次のとおりと

する。

対象経費 補助率

平成２１年５月１３日厚生労働省発医政 ３分の２以内

第 0513001号厚生労働事務次官通知の
別紙「医療提供体制推進事業費補助金交

付要綱」（以下「国要綱」という。）の別

表２の第２欄「周産期母子医療センター

運営事業」の第５欄に定めるとおりとす

る。

（交付額の算定方法）

第４条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出

された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 国要綱の別表２の第２欄「周産期母子医療センター運営事業」の第４欄
(1)に定める基準額の合計と第５欄に定める対象経費の実支出額とを比較し
て少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額と総事業費から診療収入額及び寄附金その他の
収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額と

する。

(3) 国要綱の別表２の第２欄「周産期母子医療センター運営事業」の第４欄
(3)、(4)及び(5)に定める基準額と第５欄に定める対象経費の実支出額と
とを比較して少ない方の額に３分の１を乗じて得た額を加算する。

（交付申請の添付書類の様式等）



第５条 規則第４条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式は、

次のとおりとする。

書 類 様 式 提出部数 提出期限

周産期母子医療センター 別記第１号様式 正１部 別に定める。

状況報告書 副１部

運営事業所要額明細書 別記第２号様式

（交付条件）

第６条 規則第６条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げると

おりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ知事
の承認を受けること。

ア 補助事業の内容を変更（別に定める軽微な変更を除く。）しようとする

場合

イ 補助事業に要する経費の配分を変更（別に定める軽微な変更を除く。）

しようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困
難になった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けるこ

と。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価５０万円
以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規

定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受

けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(4) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、
その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完
了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率

的な運営を図らなければならない。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び
支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完

了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。



(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消
費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第３号

様式により速やかに知事に報告しなければならない。

なお、知事は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。

(8) 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはな
らない。

（実績報告書の添付書類の様式等）

第７条 規則第１３条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様

式等は、次のとおりとする。

書 類 様 式 提出部数 提出期限

運営事業所要額精算書 別記第４号様式 正１部 翌年度の４月１０日

副１部

附 則

この要綱は、平成１８年６月１４日から施行し、平成１８年度の補助金から

適用する。

附 則

この要綱は、平成２２年３月１日から施行し、改正後の総合周産期母子医療

センター運営事業補助金交付要綱の規定は、平成２１年度の補助金から適用す

る。

附 則

この要綱は、平成２３年２月２４日から施行し、改正後の周産期母子医療セ

ンター運営事業補助金交付要綱の規定は、平成２２年度の補助金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２４年３月９日から施行し、改正後の周産期母子医療セ

ンター運営事業補助金交付要綱の規定は、平成２３年度の補助金から適用する。

附 則

この要綱は、令和３年３月２５日から施行し、改正後の周産期母子医療セ

ンター運営事業補助金交付要綱の規定は、令和２年度の補助金から適用する。


